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１． 本ガイドラインの目的 

 化学物質管理ガイドラインは、環境負荷の少ない製品の提供を実現してい

くために、グリーン調達基準書「Ⅲ. ３)納入材料に含まれる化学物質調査

の一環として実施していく。 

ジーエス・ユアサ グループが生産及び販売する製品を構成する主材料、

副材料、部品等に含有される化学物質（環境負荷物質）について、既に製品

に使用が禁止されている物質、近い将来に禁止が決定している物質を禁止ラ

ンク物質として明確にすると共に、製品のリサイクル、適正処理の観点で環

境保全に著しい影響を与える物質を管理物質とし、ジーエス・ユアサ グル

ープの社内、および主材料、副材料、部品等の購買先に把握と管理の徹底・

提示をお願いし、製品の環境品質を向上させることを目的とする。 

２． 適用範囲 

１） 化学物質の把握と管理についての適用範囲 

ジーエス・ユアサ グループの社内関係部署(調達部署、技術・開発・

設計部署、製造部署、環境部署)、およびジーエス・ユアサ グルー

プの主材料、副材料、部品等を納入する購買先。 

２） 製品への適用範囲 

① ジーエス・ユアサ グループが国内外で設計・製造し販売する製

品（製品含有に限定して適用し、製造工程などで使用する有害物

質についての規定は行わない。）。 

② ジーエス・ユアサ グループが第三者に設計・製造を委託し、ジ

ーエス・ユアサ グループの商標を付して販売する製品。他社の

製品を購入し、組み込んで最終製品として販売する場合等も含む。 

③ 第三者から設計・製造の委託を受けた製品（但し、当該第三者か

ら指定された部品・材料は除く） 

④ 販売促進用の製品（景品など一般の消費者に渡すもの） 

３） 部品、材料の適用範囲 

    上記「２. ２)製品への適用範囲」に示す製品に使用する主材料、副材

料、部品、その他の部品を対象とする。 

・ 主材料、部品（構成材料、電池部品、電源装置部品、照明部品、プ

リント配線基板、外装部品、包装材/包装部品を含む） 

・ 機能ユニット/モジュール、等の組立部品等 

・ アクセサリー（二輪用ボルト端子、取っ手、接続ケーブル、アダプ

ター等製品を使用するための付属品） 

・ 副材料等の構成材料（ステッカー、はんだ材料、接着剤、樹脂等） 
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・ 取扱説明書 

・ 補修用サービス部品（補充液、比重計、充電器、バッテリーチェッ

カー等） 

・ 部品の納入業者が輸送・保護に用いる包装材/包装部材 

３． 運用および適用除外 

１）  購買先は、製品が含有する禁止物質、削減物質および管理物質に

ついて、含有実績などを管理し、ジーエス・ユアサ グループの要

請により管理情報を提示する。提示すべき管理情報はジーエス・ユ

アサ グリーン調達基準書「別紙３（製品含有化学物質調査票）、別

紙４(禁止物質(ランクＳ)の不使用・不含有証明書、禁止物質(ラン

クＡ)の禁止・代替時期報告書)」を含む。 

 ただし、部品のうち購買先への支給材料は適用を受けない。また、

事務用品も適用対象外とする。 

２）  個別製品での運用は、発売時点での条約･法･条例・業界指針、そ

の他要求事項を完全に順守し、かつグリーン調達基準書および本ガ

イドラインを順守すること。 

３）  基本的には本ガイドラインの順守を原則とするが、納入先の要望

で、本ガイドラインの内容で了解が得られない場合は、各事業会社

で判断し、納入先の基準で運用することも認める。 

４）  以下の場合は、本ガイドラインの管理ランクの適用は受けない。 

・研究および開発で使用する化学物質（但し製品化された場合は適

用する）、および製造工程などで使用する有害物質で製品に含有さ

れないもの。 

４． 制定と改廃 

本ガイドラインは、社会状況の変化及び新たな知見などにより、必要

に応じ以下の要領で改訂する。 

１）  このガイドラインに関する事項については、環境統括部で審議し、

環境統括部長が決裁する。 

２）  本ガイドラインについて改廃などの必要が生じ、関係部署からの

提案があれば、その旨を環境統括部に申請する。 

３）  本ガイドラインの内容は、定期的に（１回/年）に環境統括部で審

議し、見直す。ただし、以下の場合は環境統括部で見直し、環境統

括部長の承認を得て改訂する。 

・ 法改正など、社会動向の変化 

・ 技術動向の進展（代替技術・評価技術）、ハザードデータ、暴露デー
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タおよびリスク評価データなどの充実 

５． 用語の定義 

  本ガイドラインは、次のように用語を定義する。 

１） 禁止物質ランクＳ 

 現在既に法規制により意図的な使用が禁止されている物質。ジーエ

ス・ユアサ グループの製品に使用される可能性があるもの、あるいは

購買仕様書等の環境通達で使用禁止を連絡している物質で使用してい

る場合は、即時に使用中止しなければならない。 

２） 禁止物質ランクＡ 

 禁止物質レベルＳ以外で条約・法令により、期限を定めて段階的に使

用が禁止されている物質および、ジーエス・ユアサ グループとして使

用禁止を積極的に推進する物質。使用が確認された場合には、条約・法

令で定められた期限迄の使用廃止、あるいは代替の推進を行わなければ

ならない。 

３） 管理物質ランクＢ 

 使用実態を把握し、リサイクル、適正処理を考慮すべき物質。使用の

有無および含有量についてデータを把握する。意図的な使用を制限する

ものではない。 

４） 製品含有 

 意図的に製品（部品、材料）に使用された物質、および製造工程で使

用され意図せずに最終製品あるいは部品・材料に残留、又は付着した物

質を指す（例えば製品の製造工程で、製品に直接触れる金型、治工具、

機械設備などで製品と触れる部位は禁止物質の含有禁止対象として考

えなければならない。）。 

５） ＧＹ－№ 

 ＣＡＳ№のない物質で、電池･電源システム、照明機器業界として特

定･管理が必要な物質にジーエス･ユアサが独自に付与した管理№。 

６） グリーン調達調査共通化協議会（ＪＧＰＳＳＩ） 

 ＪＥＩＴＡ（日本電機電子工業会）傘下で、グリーン調達の化学物質

および素材調査の共通化を推進し、効率的なグリーン調達を推進するこ

とを目的にした協議会。 

６． 指定化学物質 

１） 禁止物質ランクＳ 

 国内および海外における以下の法律をもとに、禁止物質ランクＳを規

定した（表１）。 
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① 国内における法律 

・ ｢化学物質の審査および製造などの規制に関する法律｣（以下、化審

法と略記する。）での第１種特定化学物質（製造、輸入禁止物質） 

・ ｢労働安全衛生法５５条｣（以下安衛法と略記する。）での製造禁止有

害物質 

・ ｢特定物質の規制などによるオゾン層の保護に関する法律｣（以下オ

ゾン層保護法と略記する。）での特定物質 

② 海外における法律 

・ ＥＵ指令：ＥＵ加盟諸国の法律、規則行政規定を包含するもの 

｢EU 有害物質規制(76/769/EEC)｣、「RoHS 指令(2002/95/EC)」、｢ELV 指令

(2000/53/EC)｣、｢EU 電池指令(91/157/EEC)｣ 

・ ｢包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会指令｣ 

・ ｢ドイツ：化学品禁止規則｣ 

物質、調剤およびこれらを含むあるいは放出する可能性のある製品

は定められた用途、条件での使用を禁止。 

・ ｢ドイツ：日用品規制｣ 

・ ｢ドイツ：ダイオキシン法令｣ 

・ ｢デンマーク：ホルマリン法令｣ 

・ ｢オランダ、デンマーク：化学物質規正法｣ 

③ 法規制値 

禁止物質ランクＳの法規制値にはＥＵ有害物質規則などにおいて

含有の範囲が定められている値を記載した。 

 本ガイドラインでは、意図的な添加がなく、かつ法規制値を満足

することが必要である。また、包装材については、鉛、カドミウム、

水銀、六価クロムの重金属含有量の総合計が１００ｐｐｍ以下とす

る。 

 特に鉛の塗料用途については、規制値がないため意図的な使用を

禁止とする。 
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表１   禁止物質ランクＳ リスト（物質群） 

 

 
№ 

JGPSSI
物質群
№ *1 

物質群（日本語） 法規制値 適用法令 

1 B05 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ(PCB)類 意図的な使用を禁止 
EU 有害物質規制,化審法,独化学品禁止規
則 

2 C01 ｱｽﾍﾞｽﾄ類 0.1wt%以下 
EU 有害物質規制,独化学品禁止規則,安衛
法 

3 
A17 
*2 

特定有機ｽｽﾞ化合物 0.1wt%以下 
EU 有害物質規制,化審法,独化学品禁止規
則 

4 B09 短鎖型塩化ﾊﾟﾗﾌｨﾝ(C10-13) 意図的な使用を禁止 EU有害物質規制 

5 
B02 
B03 

特定臭素系難燃剤 *3 0.1wt%以下 EU有害物質規制,独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令 

6 C02 特定ｱﾐﾝを形成するｱｿﾞ染料,顔料 *4 
（特定ｱﾐﾝとして）30mg/kg(0．
003ｗｔ％) 未満 

EU 有害物質規制,独化学品禁止規則,独日
用品規制 

7 B06 
ﾎﾟﾘ塩化ﾅﾌﾀﾚﾝ(塩素数が 3 以上の物
質) 

意図的な使用を禁止 化審法 

8 A05 ｶﾄﾞﾐｳﾑおよびその化合物*4 
75ppm以下 *5 
100ppm以下(包装材) *6 

EU 有害物質規制,独化学品禁止規則,化学
物質規制(ｵﾗﾝﾀﾞ,ﾃﾞﾝﾏｰｸ),EU包装および包
装廃棄物に関する指令 

9 A09 鉛およびその化合物 *4 100ppm以下(包装材) *6 
EU有害物質規制,独化学品禁止規則, EU包
装および包装廃棄物に関する指令,ﾌﾟﾛﾎﾟ
ｼﾞｼｮﾝ 65 

10 A07 六価ｸﾛﾑ化合物 *4 100ppm以下(包装材) *6 EU包装および包装廃棄物に関する指令 

11 A10 水銀およびその化合物 *4 100ppm以下(包装材) *6 EU包装および包装廃棄物に関する指令 

12  特定のｱﾐﾝ化合物 *4 0.1wt%以下(76/769ECC) EU有害物質規制,化審法, 安衛法 

13 C04 ｵｿﾞﾝ層破壊物質 意図的な使用を禁止 ｵｿﾞﾝ層保護法,ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ議定書 

14  ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ  
0.1ppm 以下(独化学品禁止規
則)､0.15mg/㎥以下(ﾎﾙﾏﾘﾝ法
令) 

独化学品禁止規則,ﾎﾙﾏﾘﾝ法令(ﾃﾞﾝﾏｰｸ) 

*１、JGPSSI 物質群№は、グリーン調達調査共通化協議会で規定したもので、参考に記載

している。 

*２、ジブチルスズ水酸化ホウ素（DBB）は、JGPSSI 対象物質ではない。 

*３、ランクＳとしての用途限定をする物質であり、表６に記載する。 

*４、ランクＳとしての用途限定をする物質であり、表２に記載する。 

*５、カドミウムの樹脂、塗料、インキなどの含有許容濃度は７５ｐｐｍ（０．００７５

wt%）以下とする。但し、カドミウムメッキは使用禁止とする。 

*６、包装材の規制：包装材およびその包装材部分に含まれる鉛、カドミウム、水銀、６

価クロムの重金属含有総合計量を重量比で１００ｐｐｍ以下にする。 
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表２   禁止物質ランクＳの用途限定 

物質名：特定アミンを形成するアゾ染料,顔料 

規制対象 

 

 

 

 

 

 

・人の皮膚または口腔に直接かつ長時間接触する可能性があるもの(接着剤、ｴﾎﾟｷｼ樹脂等) 
・ｱｿﾞ染料：構成物質 1(C39 H23 Cl Cr N7 O12 S. 2Na)と構成物質 2(C46 H30 Cr N10 O20 S. 3Na)の混

合物を 0.1wt%以上含むもの。 
・表 1 №6 のｱｿﾞ染料および顔料の還元分解により発生する規制対象特定ｱﾐﾝについての一覧を以下に示す。

            特定ｱﾐﾝ一覧 

 
№ 

CAS № 
物質名 英語名 

1 60-09-3 ４－アミノアゾベンゼン 4-aminoazobenzene 

2 90-04-0 ０－アニシジン o－anisidine  

3 91-59-8 ２－ナフチルアミン 2-naphthylamine 

4 91-94-1 ３，３'―ジクロロベンジジン 3,3'-dichlorobenzine 

5 92-67-1 ４－アミノジフェニル 4-aminobiphenyl  

6 92-87-5 ベンジジン Benzidine 

7 95-53-4 ０－トルイジン o-toluidine 

8 95-69-2 ４－クロロー２－メチルアニリン 4-chloro-o-toluidine 

9 95-80-7 ２，４'－トルエンジアミン 2,4-toluenediamine 

10 97-56-3 ０－アミノアゾトルエン o-aminoazotoluene 

11 99-55-8 ５－ニーＯ－トルイジン 5-nitro-o-toluidine 

12 101-14-4 
３，３’－ジクロロ－４，４’－ジア
ミノジフェニルメタン 

4,4'-methylenebis-(2-chlorobenzenamine)

13 101-77-9 ４，４'－ジアミノジフェニルメタン 4,4'-ethylenebisbenzeneamine  

14 101-80-4 ４，４'－オキシジアニリン 4,4'-oxybisbenzenamine 

15 106-47-8 ｐ－クロロアニリン Aniline, 4-chloro- 

16 119-90-4 ３，３'－ジメトキシベンジジン 3,3'-dimethoxybenzine 

17 119-93-7 ３，３'－ジメチルベンジジン 3,3'-dimethylbenzidine 

18 120-71-8 ２－メトキシ－５－メチルアニリン Benzenamine, 2-methoxy-5methyl- 

19 137-17-7 ２，４，５－トリメチルアニリン 2,4,5-trimethylaniline 

20 139-65-1 ４，４'－チオジアニリン 4,4'-thiodianiline 

21 615-05-4 ２，４－ジアミノアニソール 4-methoxy-m-phenylenediamine 

22 838-88-0 
４，４'－ジアミノ－３，３'－ジメチルジ
フェニルメタン 

Aniline,4,4'-methylenebis(2-methyl)-
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物質名：カドミウムおよびその化合物 

規制対象 

 ・プラスチック（ゴム・フィルムを含む）に用いられる安定剤・顔料・染料、塗料、イ

ンキ(75ppm（0.0075wt%）を越えるもの)。 

・メッキ（高信頼性が要求される電気接点のメッキは除く）、 

・包装材(100ppm（0.01wt%）を越えるもの)。 

 

 

物質名：鉛およびその化合物 

規制対象 

 ・塗料、包装材に限定(100ppm（0.01wt%）を越えるもの)。 

 

物質名：六価クロム化合物 

規制対象 

 ・包装材に限定(100ppm（0.01wt%）を越えるもの)。 

 

物質名：水銀およびその化合物 

規制対象 

 ・包装材に限定(100ppm（0.01wt%）を越えるもの)。 

 

物質名：特定のアミン化合物 

N,N-ｼﾞﾄﾘﾙ-ｐ-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ､2-ﾅﾌﾁﾙｱﾐﾝ及びその塩､4-ｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙ及びその塩､ﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ及びその塩 

規制対象 

 ・ゴム製品、インキ、染料（0.1 wt%を越えるもの)。 

 

物質名：ホルムアルデヒド 

規制対象 

 ・パーティクルボード、MDF(Medium Density Fiberboard:中質繊維板)を用いた木工製品

【備考】 

・意図的な使用の禁止ではなく、規制値以下を保証すること。 

・EU の地域向け製品については、表 1 の法規制値又は 0.3mg/L(JIS:デシケータ法)以下

であること。                （測定法は附属試料２を参照） 
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２） 禁止物質ランクＡ 

  禁止物質ランクＳ対象物質以外で、条約･法令により、期限を定めて段階

的に使用が禁止されている物質および、ジーエス･ユアサ グループとして自

主的に使用廃止を推進する物質を規定し代替を加速する(表３）。 

表３  禁止物質ランクＡ リスト（物質群） 

№ 
 

JGPSSI
物質群
№ *1 

物質群（日本語） 適用法令 使用禁止時期(適用除外品を除く) 

1 B07 
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ(PVC)およびその混合
物 

ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻの自主規制 未定 *2 

2 A05 ｶﾄﾞﾐｳﾑおよびその化合物 RoHS指令 2006年7月迄にRoHs指令対応新製品を開発 

3 A09 鉛およびその化合物 RoHS指令 2006年7月迄にRoHs指令対応新製品を開発 *3

4 A07 六価ｸﾛﾑ化合物 RoHS指令 2006年7月迄にRoHs指令対応新製品を開発 *3

5 A10 水銀およびその化合物  RoHS指令 2006年7月迄にRoHs指令対応新製品を開発 

*１、JGPSSI 物質群№は、グリーン調達調査共通化協議会で規定したものを参考に記載する。 

*２、使用禁止時期を未定とし、現段階では(PVC)削減のため代替物質選定に努力することと

する。 

*３、顧客の要求に基づき欧州向け、国内向け、その他に対応する。 

表４ 禁止物質ランクＡの主な対象と適用除外用途 

物質名：ポリ塩化ビニール(ＰＶＣ)及びその混合物 

規制対象 

 
・適用除外に示す用途以外の PVC およびその混合物 

・電池・電源装置・電気車設備の配線、電源コード、シート、絶縁板、パイプ、ホース、

絶縁テープ等の適用除外に示す用途で顧客により要求があるもの 

 適用除外 ・電池構成部品としての用途(二輪用電池の排気パイプ、シール管、リード線、
四輪即用式電池の密封用ビニルテープ、ＥＢ電池のスペーサ、産業用電池のリ
ード線被覆（電源コード）、スペーサ及び端子カバー、アルカリ蓄電池のセパ
レータ、端子カバー、接続板カバー、スペーサ、電池カバー) 
・電源装置のｹｰﾌﾞﾙ（電線）被膜、絶縁材料 

 

物質名：カドミウムおよびその化合物 

規制対象 

 ・適用除外に示す用途以外のすべての用途で禁止(電池の場合は分離可能なものに限る) 

例えば、 

・プラスチック（ゴム・フィルムを含む）に用いられる安定剤・顔料・染料 

・表面処理（ボルト、ナットのメッキなど）、コーティング 

 適用除外 ・高信頼性が要求される電気接点のメッキで代替のないもの 

・電池材料としての用途（欧州電池指令 91/157/EEC による） 
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物質名：鉛およびその化合物 

規制対象 

 ・適用除外に示す用途以外のすべての用途で禁止(電池の場合は分離可能なものに限る) 

例えば、 

・表面処理（ボルト、ナットのメッキなど、） 

・塗料・顔料・インキ 

・部品の外部電極・リード端子等のはんだ処理 

・プラスチック（ゴムを含む）材料中の安定剤・顔料・染料、および塗料・インキ 

 適用除外 ・高融点はんだの中の鉛（鉛を 85 wt%％を超えて含有する錫/鉛はんだ合金）

・電子セラミック部品の中の鉛（圧電素子、セラミック誘電材料など） 

・陰極線管、電子部品および蛍光管のガラスの中に含まれる鉛 

・合金成分として下記含有濃度以下の合金 

■鋼材 0.35wt%未満 ■アルミニウム合金 0.4wt%未満 

■銅合金 4wt%未満 

・電池材料としての用途（欧州電池指令 91/157/EEC による） 

・規制対象の用途で RoHs 指令対応でない製品等顧客により要求があるもの 

物質名：六価クロム化合物 

規制対象 

 ・適用除外に示す用途以外のすべての用途で禁止(電池の場合は分離可能なものに限る) 
例えば、 
・防錆処理(ボルト､ナット、ビス､ワッシャーなど) 
・塗料・インキ 

 適用除外 ・電池材料としての用途（欧州電池指令 91/157/EEC による） 
・規制対象の用途で RoHs 指令対応でない製品等顧客により要求があるもの 

物質名：水銀およびその化合物 

規制対象 

 ・適用除外に示す用途以外の水銀(電池の場合は分離可能なものに限る) 
例えば、 
・顔料・塗料・インキ 
・時間計等のインジケータ 
・水銀を接点に用いたリレー、スイッチ、センサー 
・プラスチックへの調剤 

 適用除外 ・小型蛍光灯で、1 本あたり 5mg を越えないもの 
・一般目的用の蛍光灯に含まれる以下のものを越えない水銀 
  halphosphate                        10mg 
    triphosphate with normal lifetime    5mg 
    triphosphate with long lifetime     10mg 
・特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀 
・RoHS 指令附属書に特に定められていないその他のランプ(照明機器:発光
管等)に含まれる水銀 
・電池材料としてとしての用途（欧州電池指令 91/157/ECC による） 
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３） 管理物質ランクＢ 

 使用を制限する物質ではないが、製品のリサイクル、適正処理での環

境負荷も考慮すべき物質で、使用実態の把握を目的とする。表５の含有

量が 0.1wt％を超えるもの、および意図的に使用しているもの、鉛化合

物やカドミ化合物、砒素などランクＳ・Ａで適用除外となった物質につ

いてデータを把握する。 

表５    管理物質リスト（物質群） 

 
№ 

JGPSSI
物質群
№＊1 

物質群（日本語） 含有量(wt%) 主な用途例 根拠

1 A01 
アンチモンおよびその化合物(合金を
含む) 

意図的な使用 
電池材料，顔料,塗料,触媒,難燃剤,安定剤,光
学レンズ,はんだ,インキ 

b ,c 

2 A02 砒素およびその化合物(合金を含む) 0.1wt%を越える
電池材料，ガラスの脱色,顔料,塗料,染料,半導
体素子,難燃剤,インキ 

b 

3 A03 
ベリリウムおよびその化合物(合金
を含む) 

同上 
セラミックス原料,合金,触媒,電極,金型,接点
部,ばね材料 

b ,c 

4 A04 
ビスマスおよびその化合物(合金を
含む) 

同上 
鉛フリーはんだ,半導体端子メッキ,電極,鉛合
金 

d 

5 A05 ｶﾄﾞﾐｳﾑおよびその化合物* 意図的な使用 
電池材料，高信頼性が要求される電気接
点のメッキ 

b 

6 A07 六価ｸﾛﾑ化合物 意図的な使用 電池材料 b 

7 A09 鉛およびその化合物 意図的な使用 電池材料、はんだ，蛍光管のガラス ａ，b

8 A10 水銀およびその化合物 意図的な使用 照明機器，電池材料 b 

9 A11 
ニッケルおよびその化合物(合金を
含む) 

0.1wt%を越える
顔料,塗料,接着剤,電池材料, メッキ,電極,表
面処理 

b 

10 A13 
セレンおよびその化合物(合金を含
む) 

同上 
半導体材料,感光体, 顔料,塗料,受光素子,電
池材料， 

b ,c 

11 A16 マグネシウム(合金を含む) 同上 合金 ｃ 

12 A18 有機スズ化合物 同上 防錆塗料 B 

13 B08 非特定臭素系難燃剤(PBB,PBDE) 同上 プラスチックの難燃剤 ｄ 

14 C04 オゾン層破壊物質(HCFC) 同上 冷媒 B 

15 C06 放射性物質(ﾄﾘｳﾑ) 意図的な使用 照明機器(発光管) B 

16 C05 フタル酸エステル類 0.1wt%を越える 可塑剤, 顔料,塗料,インキ ｂ 

17 D01 銅およびその化合物 同上 
防食表面処理,導体印刷ペースト,合金材料,顔
料, 塗料,インキ 

ａ 

18 D02 金およびその化合物 意図的な使用 メッキ,表面処理,半導体材料 ａ 

19 D03 パラジウムおよびその化合物 意図的な使用 
はんだ部品,メッキ, 導体印刷ペースト,無電
解メッキ，電池材料 

ａ 

20 D04 銀およびその化合物 意図的な使用 
メッキ, 導体印刷ペースト,はんだ,光学材料,
電気接点材料，電池材料 

ａ，ｂ

*１、JGPSSI 物質群№は、グリーン調達調査共通化協議会で規定したもので参考に記載してある。 
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各物質を選定した根拠 

Ｂ：法規制によって使用・販売を制限されている物質 

ａ:リサイクル業者に対して end-of-life に経済価値を提供する、電

池、電源装置等に存在する貴重な物質 

ｂ：環境、健康、安全衛生の観点から影響を与える物質 

ｃ：有害廃棄物に関する法規制の要求事項の対象となる物質 

 ｄ：end-of-life の管理の際、マイナスの影響を与える可能性のあ

る物質 

４） 化学物質管理リスト 

 以上、今まで述べた対象物質一覧を添付する（表６ ｢ジーエス･ユア

サ指定化学物質管理リスト｣） 
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７． 解説 

 遵法性を高め、製品要件との整合性を考慮し、グリーン調達のスムーズな

運用を可能にするために総合的に見直しをはかる。また、グリーン調達調査

共通化協議会における対象物質、欧州における電池指令、WEEE 指令、RoHS

指令、廃棄、リサイクル時に管理すべき化学物質等も考慮した上で対象物質

の絞込みおよび物質群の見直しをはかる。 

１） 禁止ランクＳ 

①追加 

・ 独化学品禁止規制等、欧州において用途限定で使用が制限されてお

り、国内での対象物質としてガイドラインが示され、当社の一部の

製品要件に合致している場合、追加する。 

②削除 

・調査結果で使用事例がなく、測定も困難な物質は対象から削除する。

例えば、農薬、殺虫剤用途の物質について、ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ､ﾌﾙｵﾛ酢酸

類､有機燐化合物､ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､黄燐､2,4,6,-ﾄﾘﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙﾌ

ｪﾉｰﾙ､4-ﾆﾄﾛｼﾞﾌｪﾆﾙおよびその塩､ｵｸﾀﾒﾁﾙﾋﾟﾛﾎｽﾎﾙｱﾐﾄﾞ､ﾋﾞｽ(ｸﾛﾛﾒﾁﾙ)ｴｰﾃ

ﾙ､燐化ｱﾙﾐﾆｳﾑ､（11 物質群） 

・ 塩素系有機溶剤については、基本的に製品に残留しても微量であり

製品含有の対象から削除する。 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ､1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,1,2-ﾄ

ﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,1,1,2-ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾀﾝ､1,1,2,2-ﾃﾄﾗｸﾛ

ﾛｴﾀﾝ､1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｸﾛﾛﾎﾙﾑ､ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛｴﾀﾝ（１２物質） 

２） 禁止物質ランクＡ 

① 追加 

・現在禁止時期が明確な物質、あるいは新規に禁止時期が明確になっ

た物質について対象を絞り込み、禁止時期、対象を規定する。 

  ②削除 

農薬、ダイオキシン等、製品含有事例がない物質を削除（１２物

質群）する。 

・対象物質は、RoHS 指令対象物質と、自主取組みであるポリ塩化ビニ

ールとし、それ以外の物質は削除、管理物質とする。 

３） 管理物質ランクＢ 

① 追加 

・ 管理物質ランクＢは製品への使用禁止、制限ではなく、リサイクル・

適正処理の観点から使用実態を把握する物質を規定する。 
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・ 対象物質は、電池や電源システム、照明機器に関係する物質に配慮

し、グリーン調達調査共通化協議会で設定した物質の中で、鉛化合

物やカドミ化合物、砒素などランクＳ・Ａで適用除外となった物質

について、追加して規定する。 

②削除 

製品含有事例がない物質は廃止する。 

 

８． 付属資料１ 

表７ 禁止物質ランクＳ物質の分析方法の概要 

 
№ 

対象物質 分析方法 備考 

1 PCB(ポリ塩化ビフェニル) 溶解→抽出→HRGCMS  

2 PCT(ポリ塩化ターフェニル) 溶解→抽出→GCMS  

3 アスベスト類 粉砕→XRD  

4 特定有機スズ化合物 溶解→抽出→誘導体化→GCMS  

5 塩化パラフィン 溶解→抽出→ｶﾗﾑｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ→GCMS  

6 特定有機臭素系難燃剤(PBB,PBDE) 溶解→抽出→HRGCMS  

7 特定アミンを形成するアゾ染料、顔料 規定の試験。溶解→抽出→誘導体化→GCMS 附属資料 2 参照 

8 短鎖型塩化パラフィン(C10-13) 溶解→抽出→HRGCMS  

9 カドミウムおよびその化合物 分解→ICP or ICP-MS 附属資料 2 参照 

10 鉛およびその化合物 分解→ICP or ICP-MS 附属資料 2 参照 

11 六価クロム化合物 溶出試験→ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ法､IC 附属資料 2 参照 

12 水銀およびその化合物 燃焼→吸収→還元気化 AA 附属資料 2 参照 

13 特定アミン化合物 溶解→抽出→誘導体化→GCMS 附属資料 2 参照 

14 オゾン層破壊物質 輝散、脱着→捕集 GC,GCMS  

15 ホルムアルデヒド 輝散、脱着→捕集→抽出 HPLC 附属資料 2 参照 

HRGCMS:高分解能ガスクロマトグラフ－質量分析 

GCMS: ガスクロマトグラフ－質量分析 

ICP:高周波誘導結合プラズマ発光分光分析 

ICP-MS: 高周波誘導結合プラズマ質量分析 

GC:ガスクロマトグラフ分析 

HPLC:高速液体クロマトグラフ法 

IC:イオンクロマトグラフ法 

XRD:X 線回折法 
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９． 附属資料２ 

禁止物質ランクＳ物質の分析方法の詳細 

本来は、定量証明の提出を購買先に求めるべきであるが、禁止物質ランク

Ｓに該当する物質についての分析については、含有形態が様々であり、ほと

んどの物質に対して公定法としての分析方法はない。 

禁止物質ランクＳ物質の分析の重要性、分析機関（ジーエス環境科学研究

所等）の分析能力や費用を勘案して、定量証明の提出を購買先様に求めるか

どうかを決定する。したがって、当面は定量証明は任意提出とし、ここでは

参考の分析方法として特に、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、アゾ化合

物、ホルムアルデヒドについて紹介する。 

 

Ⅰ、鉛、カドミウムおよびその化合物 

１） スクリーニング分析 

蛍光Ｘ線分析 

（前処理法）：前処理として資料を切断、粉砕し、所定の体積、重量の資料

を採取し、分析装置に導入する。 

（特長）：簡易的に鉛およびカドミウムの含有の有無およびオーダー分析を

行う事ができる。 

（適正部材）：樹脂、ゴム、金属、ガラス、セラミックなど。 

（含有量測定法）：装置に内臓の半定量分析ソフト(ファンダメンタルパラメ

ータ法)、定量分析ソフト(検量線法)を用いて含有量を測定する。 

分析装置 

エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置 

 

２） 定量分析（含有量を正確に判定） 

ICP 発光分光分析 

（前処理法）： 

・前処理として資料を硫酸、硝酸、塩酸、フッ化水素酸、過酸化水素酸など

の存在下で湿式分解（加圧分解も含む）、硫酸存在下での灰化分解、酸素プ

ラズマ照射により低温灰化分解を行い、溶液資料を調整する。沈殿物が生じ

た場合はフッ酸分解、アルカリ溶融分解などによって沈殿物を再溶解し、溶

液化し、分析に供する。 

・調整した溶液試料を ICP 発光分光分析装置に導入する。 

・固体試料を直接、分析装置に導入し、定量分析が可能なフレームレス原子

吸光分析を用いても構わない。 
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（含有量測定法）：標準溶液によって作成した検量線から、溶液試料中の鉛、

カドミウムの濃度を測定し、固体試料中の鉛、カドミウム含有量に換算する。 

分析装置 

装置は ICP 発光分光分析装置（ICP-OES）を基本とするが、同等又は同等

以上の性能を有する ICP 質量分析装置（ICP-MS）、原子吸光分析装置（AAS、

FLAAS）を使用しても構わない。 

 

Ⅱ、水銀およびその化合物 

１） スクリーニング分析 

蛍光Ｘ線分析 

前処理法、特長、適正部材、含有量測定法ともに、鉛、カドミウムおよび

その化合物と同様の手法である。 

分析装置 

エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置 

 

２）定量分析（含有量を正確に判定） 

ICP 発光分光分析 

（前処理法）：加圧分解または還流冷却機器付分解フラスコを用い、水銀の

輝散を防ぎ、硫酸または硝酸で試料を分解し、溶液化する。溶液化した試料

は還元気化原子吸光分析装置または還元気化 ICP 発光分光分析装置に導入

する。 

（含有量測定法）：標準溶液によって作成した検量線から、溶液試料中の水

銀の濃度を測定し、固体試料中の水銀含有量に換算する。 

分析装置 

装置は還元気化 ICP 発光分光分析装置（ICP-OES）および還元気化原子吸

光分析装置（AAS、FLAAS）を基本とするが、同等又は同等以上の性能を有す

る ICP 質量分析装置（ICP-MS）を使用しても構わない。 

 

Ⅲ、六価クロム化合物 

 固体試料中の六価クロム化合物の含有を判定するための分析法としては

Ｘ線回折法やＸ線光電子分光分析法などがある。しかし、これらの方法では

定量的に含有量を評価することはできない。したがって、以下の蛍光Ｘ線分

析法によってクロムの含有量を一時的に評価し、六価クロムの存在の可能性

を確認する。 

１）スクリーニング分析 
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蛍光Ｘ線分析 

前処理法、特長、適正部材、含有量測定法ともに、前項と同様の手法であ

る。 

本法は六価クロム量を測定するものではなく、クロム量を測定する物であ

る。 

分析装置 

エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置 

 

２） 定量分析（含有量を正確に判定） 

六価クロムの定量分析 

（前処理法）： 

・試料を沸騰水で抽出した後、抽出液を分析に供する。またはアルカリ溶液

で分解した後、イオン交換水で希釈定容し、分析に供する。 

・試料溶液はジフェニルカルバジド吸光光度分析法、イオンクロマトグラフ

分析法を用いて選択的に六価クロムを定量する。 

（含有量測定法）：標準溶液によって作成した検量線から、溶液試料中の六

価クロムの濃度を測定し、固体試料中の六価クロム含有量に換算する。 

分析装置 

吸光光度計、イオンクロマトグラフ分析装置 

 

Ⅳ、特定アミンを形成するアゾ染料、顔料 

（アゾ化合物を分解してアミンを抽出する方法）： 

・LMBG82.02.2: Analysis  of commodities-Detection of particular azo 

dyes used in textile commodities ､ LMBG82.02.3:Analysis of 

commodities-Detection of particular azo dyes used in leather 

・LMBG82.02.2:Analysis  of commodities-Detection of particular azo 

dyes used in polyester fibers がある。 

具体的には試料を溶媒で抽出、還元剤のチオ硫酸ナトリウムを加え還元分解

した後、分解物を溶媒で再度抽出し、抽出液をガスクロマトグラフ/質量分

析装置、液体クロマトグラフ/質量分析装置、高速液体クロマトグラフ装置

などに導入し分解物の特定アミンを定量する。 

（推奨情報入手法）： 

 上記の試験､分析法はコストと時間がかかるため、カラーベース

(C.I.Pigment)を確認し、顔料、染料を扱っているメーカ、団体から情報を

入手することを推奨する。 
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 ETAD(Ecological and Toxicological Association of Draganic Pigments 

Manufacturers)による試験結果では、下記に示すアゾ系顔料、染料はドイツ

のアミン規制(第５次改正政令)において日用品規制に抵触する恐れがない

と言われている。したがって、下記のアゾ系顔料、染料の使用においては禁

止ランクＳ物質には該当しないと判断する。 

 表８ カラーベース(C.I.Pigment) 

 
№ 

C,I,NAME C,I,No. CAS No. Regulatory 

status 

1 Pigment Yellow 12 21090 6358-85-6 A 

2 Pigment Yellow 13 21100 5102-83-0 A 

3 Pigment Yellow 14 21095 5468-75-7 A 

4 Pigment Yellow 14 - 7621-06-9 A 

5 Pigment Yellow 17 21105 4531-49-1 A 

6 Pigment Yellow 55 21096 6358-37-8 A 

7 Pigment Yellow 83 21108 5567-15-7 A 

8 Pigment Yellow 126 21101 90268-23-8 A 

9 Pigment Yellow 127 21102 68610-86-6 A 

10 Pigment Yellow 174 21098 78952-72-4 A 

11 Pigment Yellow 176 21103 90268-24-9 A 

12 Pigment Orange 13 21110 3520-72-7 A 

13 Pigment Orange 16 21160 6505-28-8 A 

 

14 

 

Pigment Orange 34 

Pigment Orange 35 

Pigment Orange 37 

21115 15793-73-4 A 

C.I.:Color index(ｶﾗｰｲﾝﾃﾞｯｸｽ)英国で出版されている染料、顔料のｶﾗｰ索引 

Regulatory Status = A : Exempted under the 5th Amendment 

 

Ⅳ、ホルムアルデヒド 

 （材料から放出されるホルムアルデヒド量を測定する方法）： 

・ チ ャ ン バ ー 法 ： EN717-1(Wood based panels; determination of 

formaldehyde release; formaldehyde emission by the chamber method)(ド

イツ化学品禁止規則：０．１ppm の基準値に対応)。 
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・JIS F☆☆☆☆品：０．３ｍｇ/Ｌ以下）でのホルムアルデヒドの試験分析

法（国内向け）。 

・デンマークのホルマリン規制についてはチャンバー法(０．１５ｍｇ/㎡)

と EN120(Wood based panels ;determination of formaldehyde 

content ;extraction method called perforator method ;German version EN 

120 :1992)で規定されているパーフォレーター法（２５ｍｇ/１００ｇ）が

ある。 

 

Ⅵ、包装材の分析 

（対象）：紙、プラスチック、インキなどの包装部材により構成された包装

材。 

（含有基準）：包装材中のカドミウム、鉛、水銀、六価クロムの４元素の合

計での含有量が１００ppm 以下。ただし、カドミウムについては、プラスチ

ックなどの部材中の含有量は７５ppm 以下でなければならない。 

（分析手法）： 

・基本的には１、２、３で記述した、これら４元素各元素に適した前処理お

よび分析方法を行うことを標準とする。 

・六価クロムについては予め、硝酸、硫酸および過酸化水素水などで分解し

た溶液について、全クロム量を原子吸光光度法、ICP 発光分光分析法、ICP

質量分析法などで定量分析し、含有の有無を確認し、２ppm 以下を保証でき

るものであれば溶出試験による六価クロム含有分析を省略してもよい。 
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（
国
内
向
け

等
）
顧
客
に
よ
り
要
求
が
あ
る
も
の

○
電
池
材
料
と
し
て
の
用
途
、
規
制
対
象
の
用
途
で
R
o
H
s指
令
対
応
で
な
い
製
品

等
（
国
内
向
け
等
）
顧
客
に
よ
り
要
求
が
あ
る
も
の

○
⑩

1
0
0
pp
m
以
下
(包
装
材
お
よ
び
そ
の
包
装
材
部
分
に
含
ま
れ
る
水
銀
) 

包
装
材
(1
0
0
pp
m
（
0
.0
1
w
t%
）
を
越
え
る
も
の
)で
使
用
を
禁
止

○

①
⑧

適
用
除
外
に
示
す
用
途
以
外
の
水
銀
：
顔
料
・
塗
料
・
ｲ
ﾝ
ｷ
・
時
間
計
等
の
ｲ
ﾝ
ｼ
ﾞ

ｹ
ｰ
ﾀ
・
水
銀
を
接
点
に
用
い
た
ﾘ
ﾚ
ｰ
、
ｽ
ｲ
ｯ
ﾁ
、
ｾ
ﾝ
ｻ
ｰ
、
ﾌ
ﾟﾗ
ｽ
ﾁ
ｯ
ｸ
へ
の
調
剤

適
用
除
外
に
示
す
用
途
以
外
の
す
べ
て
の
用
途
で
禁
止
(電
池
の
場
合
は
分
離

可
能
な
も
の
に
限
る
)｡

適
用
除
外
：
R
o
H
S
指
令
附
属
書
に
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ

(照
明
機
器
:発
光
管
等
)に
含
ま
れ
る
水
銀
、
電
池
材
料
と
し
て
と
し
て
の
用
途

（
欧
州
電
池
指
令
9
1
/
1
5
7
/
E
C
C
に
よ
る
）

○
R
o
H
S
指
令
附
属
書
に
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ(
照
明
機
器
:発

光
管
等
)に
含
ま
れ
る
水
銀
、
電
池
材
料
と
し
て
と
し
て
の
用
途

C
F
C
類
、
ﾊ
ﾛ
ﾝ
類
、
四
塩
化
炭
素
、
1
.1
.1
-
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ

ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ
、
H
B
F
C
類

7
6
-
1
3
-
1
等

○

③
意
図
的
な
使
用
を
禁
止

C
0
4

意
図
的
な
使
用
を
禁
止

類
禁
止
物
質
を
除
く
(H
C
F
C
類
等
）

1
2
7
5
6
4
-
9
2
-
5
等

○
③

C
0
4

0
.1
w
t%
を
越
え
る

1
3

特
定
臭
素
系
難
燃
剤
(P
B
B
)

ポ
リ
ブ
ロ
モ
ビ
フ
ェ
ニ
ル
類

5
9
5
3
6
-
6
5
-
1
○

①
⑤

0
.1
ｗ
ｔ％
を
越
え
る
物
質
、
混
合
物
、
部
品
、
製
品
で
使
用
を
禁
止

B
0
2

0
.1
ｗ
ｔ％
を
越
え
る
物
質
、
混
合
物
、
部
品
、
製
品
で
使
用
を
禁
止

1
4

特
定
臭
素
系
難
燃
剤
(P
B
D
E
)

ﾍ
ﾟﾝ
ﾀ
臭
素
化
ｼ
ﾞﾌ
ｪﾆ
-
ﾙ
ｴ
ｰ
ﾃ
ﾙ
派
生
物
等
3
2
5
3
4
-
8
1
-
9
等
○

①
⑤
⑥
同
上

B
0
2
,B
0
3
同
上

1
5

特
定
臭
素
系
難
燃
剤

ｵ
ｸ
ﾀ
臭
素
化
ｼ
ﾞﾌ
ｪﾆ
-
ﾙ
ｴ
ｰ
ﾃ
ﾙ
派
生
物
等

3
2
5
3
6
-
5
2
-
0
等
○

①
⑤

同
上

同
上

1
6

特
定
臭
素
系
難
燃
剤

ﾃ
ﾞｶ
臭
素
化
ｼ
ﾞﾌ
ｪﾆ
-
ﾙ
ｴ
ｰ
ﾃ
ﾙ
派
生
物
等

1
1
6
3
-
1
9
-
5
等
○

①
⑤

同
上

同
上

1
7

特
定
臭
素
系
難
燃
剤
を
除
く
非
特
定
臭
素
系
難

燃
剤

3
,5
,3
',5
'-
ﾃ
ﾄﾗ
ﾌ
ﾞﾛ
ﾓ
ﾋ
ﾞｽ
ﾌ
ｪﾉ
ｰ
ﾙ
Ａ
等

7
9
-
9
4
-
7
等

○
④

規
定
量
（
１
ｔ）
以
上
取
扱
う
、
法
で
定
め
ら
れ
た
化
学
物
質
の
排
出
・
移
動
量
の

把
握
と
届
出

B
0
8

同
上

1
8

ﾎ
ﾙ
ﾑ
ｱ
ﾙ
ﾃ
ﾞﾋ
ﾄﾞ

ﾎ
ﾙ
ﾑ
ｱ
ﾙ
ﾃ
ﾞﾋ
ﾄﾞ

5
0
-
0
0
-
0

○
④
⑪

意
図
的
な
使
用
を
禁
止
。
E
U
の
地
域
向
け
製
品
に
つ
い
て
は
、
表
1
の
法
規
制

値
又
は
0
.3
m
g/
L
(J
IS
:デ
シ
ケ
ー
タ
法
)以
下
で
使
用
可
能
。

意
図
的
な
使
用
を
禁
止
。
E
U
の
地
域
向
け
製
品
に
つ
い
て
は
、
表
1
の
法
規
制

値
又
は
0
.3
m
g/
L
(J
IS
:デ
シ
ケ
ー
タ
法
)以
下
で
使
用
可
能
。

1
9

ﾎ
ﾟﾘ
塩
化
ﾋ
ﾞﾆ
ﾙ
(P
V
C
)お
よ
び
そ
の
混
合
物
ﾎ
ﾟﾘ
塩
化
ﾋ
ﾞﾆ
ﾙ
（
P
V
C
）

9
0
0
2
-
8
6
-
2
等

○

B
0
7

適
用
除
外
に
示
す
用
途
以
外
の
P
V
C
お
よ
び
そ
の
混
合
物
：
電
源
ｺ
ｰ
ﾄﾞ
,ｼ
ｰ
ﾄ,
絶

縁
板
、
機
内
配
線
用
ﾋ
ﾞﾆ
ｰ
ﾙ
電
線
,ﾊ
ﾟｲ
ﾌ
ﾟ,ﾎ
ｰ
ｽ
,絶
縁
ﾃ
ｰ
ﾌ
ﾟ等
の
適
用
除
外
に
示

す
用
途
で
顧
客
に
よ
り
要
求
が
あ
る
も
の
｡

適
用
除
外
：
・
電
池
構
成
部
品
と
し
て
の
用
途
(二
輪
用
電
池
の
排
気
パ
イ
プ
、
シ
ー
ル
管
、

リ
ー
ド
線
、
四
輪
即
用
式
電
池
の
密
封
用
ビ
ニ
ル
テ
ー
プ
、
Ｅ
Ｂ
電
池
の
ス
ペ
ー
サ
、
産
業
用

電
池
の
リ
ー
ド
線
被
覆
（
電
源
コ
ー
ド
）
、
ス
ペ
ー
サ
及
び
端
子
カ
バ
ー
、
ア
ル
カ
リ
蓄
電
池
の

セ
パ
レ
ー
タ
、
端
子
カ
バ
ー
、
接
続
板
カ
バ
ー
、
ス
ペ
ー
サ
、
電
池
カ
バ
ー
)・
電
源
装
置
の

ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞﾙ
（
電
線
）
被
膜
、
絶
縁
材
料

2
0

ｱ
ﾝ
ﾁ
ﾓ
ﾝ
お
よ
び
そ
の
化
合
物
(合
金
を
含
む
)
ｱ
ﾝ
ﾁ
ﾓ
ﾝ
等

7
4
4
0
-
3
6
-
0
等

○
④

規
定
量
（
１
ｔ）
以
上
取
扱
う
、
法
で
定
め
ら
れ
た
化
学
物
質
の
排
出
・
移
動
量
の

把
握
と
届
出

A
0
1

0
.1
w
t%
を
越
え
る

2
1

砒
素
お
よ
び
そ
の
化
合
物
(合
金
を
含
む
)
砒
素
等

7
4
4
0
-
3
8
-
2
等

○
④

同
上

A
0
2

同
上

2
2

ﾍ
ﾞﾘ
ﾘ
ｳ
ﾑ
お
よ
び
そ
の
化
合
物
(合
金
を
含
む
)
ﾍ
ﾞﾘ
ﾘ
ｳ
ﾑ

7
4
4
0
-
4
1
-
7
等

○
④

同
上

A
0
3

同
上

2
3

ﾋ
ﾞｽ
ﾏ
ｽ
お
よ
び
そ
の
化
合
物
(合
金
を
含
む
)
ﾋ
ﾞｽ
ﾏ
ｽ
等

7
4
4
0
-
6
9
-
9
等

○
④

同
上

A
0
4

同
上

2
4

ﾆ
ｯ
ｹ
ﾙ
お
よ
び
そ
の
化
合
物
(合
金
を
含
む
)
ﾆ
ｯ
ｹ
ﾙ
等

7
4
4
0
-
0
2
-
0
等

○
④

同
上

A
1
1

同
上

2
5

ｾ
ﾚ
ﾝ
お
よ
び
そ
の
化
合
物
(合
金
を
含
む
)
ｾ
ﾚ
ﾝ
等

7
7
8
2
-
4
9
-
2
等

○
④

同
上

A
1
3

同
上

2
6

ﾏ
ｸ
ﾞﾈ
ｼ
ｳ
ﾑ
(合
金
を
含
む
)

ﾏ
ｸ
ﾞﾈ
ｼ
ｳ
ﾑ
等

7
4
3
9
-
9
5
-
4
等

○
④

同
上

A
1
6

同
上

2
7

有
機
ｽ
ｽ
ﾞ化
合
物
（
ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ
1
物
質
を
除
く
）

塩
化
ﾄﾘ
ﾌ
ｪﾆ
ﾙ
ｽ
ｽ
ﾞ等

6
3
9
-
5
8
-
7
等

○
④

同
上

A
1
8

同
上

2
8

放
射
性
物
質

ﾄﾘ
ｳ
ﾑ

7
4
4
0
-
2
9
-
1

○
④

同
上

C
0
6

意
図
的
な
使
用

2
9

ﾌ
ﾀ
ﾙ
酸
ｴ
ｽ
ﾃ
ﾙ
類

ﾌ
ﾀ
ﾙ
酸
ｼ
ﾞ-
N
-
ﾌ
ﾞﾁ
ﾙ
等

8
4
-
7
4
-
2
等

○
④

同
上

C
0
5

0
.1
w
t%
を
越
え
る

3
0

銅
お
よ
び
そ
の
化
合
物

銅
等

7
4
4
0
-
5
0
-
8
等

○
④

同
上

D
0
1

同
上

3
1

金
お
よ
び
そ
の
化
合
物

金
等

7
4
4
0
-
5
7
-
5
等

○
④

同
上

D
0
2

意
図
的
な
使
用

3
2

ﾊ
ﾟﾗ
ｼ
ﾞｳ
ﾑ
お
よ
び
そ
の
化
合
物

ﾊ
ﾟﾗ
ｼ
ﾞｳ
ﾑ
等

7
4
4
0
-
0
5
-
3
等

○
④

同
上

D
0
3

同
上

3
3

銀
お
よ
び
そ
の
化
合
物

銀
等

7
4
4
0
-
2
2
-
4
等

○
④

同
上

D
0
4

同
上

1
2

8 9 1
0

1
1ｼ
ﾞｰ
ｴ
ｽ
･ﾕ
ｱ
ｻ

G
Ｙ
－
№

1 32

ｵ
ｿ
ﾞ
ﾝ
層
破
壊
物
質

同
上

A
0
5

A
0
9

A
0
7

A
1
0

水
銀
お
よ
び
そ
の
化
合
物

水
銀
等

7
4
3
9
-
9
7
-
6
等

④

規
定
量
（
１
ｔ）
以
上
取
扱
う
、
法
で
定
め
ら
れ
た
化
学
物
質
の
排
出
・
移
動
量
の

把
握
と
届
出

同
上

六
価
ｸ
ﾛ
ﾑ
化
合
物

④
同
上

1
0
5
8
8
-
0
1
-
9
等

重
ｸ
ﾛ
ﾑ
酸
ﾅ
ﾄﾘ
ｳ
ﾑ
等

鉛
お
よ
び
そ
の
化
合
物

鉛
等

7
4
3
9
-
9
2
-
1
等

④

ｶ
ﾄﾞ
ﾐｳ
ﾑ
お
よ
び
そ
の
化
合
物

ｶ
ﾄﾞ
ﾐｳ
ﾑ
等

7
4
4
0
-
4
3
-
9
等

④

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル
(Ｐ
Ｃ
Ｂ
)類

特
定
有
機
ス
ズ
化
合
物

ア
ス
ベ
ス
ト
類

②

物
質
群

該
当
法
令
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 　
　
　
　
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 　
　
　
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 （
①

R
o
H
S
指
令
(2
0
0
2
/
9
5
/
E
C
)、
②
E
L
V
指
令
(2
0
0
0
/
5
3
/
E
C
)、
③
ﾓ
ﾝ
ﾄﾘ
ｵ
ｰ
ﾙ
議
定
書
、
④
ﾄﾞ
ｲ
ﾂ

化
学
品
禁
止
規
則
、
⑤
E
U
有
害
物
質
規
制
(7
6
/
7
6
9
/
E
E
C
）
、
⑥
独
ﾀ
ﾞｲ
ｵ
ｷ
ｼ
ﾝ
法
令
、
⑦
独
日

用
品
規
制
、
⑧
E
U
電
池
指
令
(9
1
/
1
5
7
/
E
E
C
)、
⑨
化
学
物
質
規
制
(ｵ
ﾗ
ﾝ
ﾀ
ﾞ,ﾃ
ﾞﾝ
ﾏ
ｰ
ｸ
)、
⑩
E
U

包
装
お
よ
び
包
装
廃
棄
物
に
関
す
る
指
令
、
⑪
独
化
学
品
禁
止
規
則
,ﾎ
ﾙ
ﾏ
ﾘ
ﾝ
法
令
(ﾃ
ﾞﾝ
ﾏ
ｰ
ｸ
))

⑫
W
E
E
E
指
令
(2
0
0
2
/
9
6
/
E
C
)

C
0
1

国
内
法

C
A
S
 N
o
.

④
⑤

5
0
ｍ
ｇ
/
ｋ
ｇ
以
下
、
調
剤
、
製
品

④
⑤

J
G
P
S
S
I物
質

群
N
o

海
外
法

該
当
法
令

（
①
化
審
法
第
１
種
特
定
化
学
物
質
、
②
安
衛
法
第
５
５
条
製
造
禁
止
物
質
、
③
オ
ゾ

ン
層
保
護
法
、
④
P
R
T
R
法
、
⑤
毒
劇
物
取
締
法
、
⑥
消
防
法
)

物
質
名

禁
止
物
質
ﾗ
ﾝ
ｸ
A

管
理
物
質
ﾗ
ﾝ
ｸ
B

化
学
物
質
ﾗ
ﾝ
ｸ

禁
止
物
質
ﾗ
ﾝ
ｸ
S
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